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  当法人は、災害による被害者の支援及び国政の健全な運営の確保に資するこ

とを目的とし、自然災害により被災した都道府県民の生活再建支援、都道府県

行政の活動支援、その他地方自治の円滑な運営と進展に寄与する事業を行う公

益財団法人である。 

 

平成 29年度に当法人で実施する各事業については、以下のとおりとし、それ

ぞれの事業を確実かつ円滑に実施していく。 

 

１ 被災者生活再建支援法に基づく自然災害による被災者の生活再建支援事業 

（公益目的事業１） 

本事業は、被災者生活再建支援法（平成 10年法律第 66号）に基づき、自然

災害による被災者の生活再建支援のため、被災者生活再建支援金を支給する事

業であり、当法人が全都道府県からの委託を受け、支給事務を行っている。 

平成 29年度においては、前年に発生した熊本地震や台風第 10号災害、東日

本大震災の未申請世帯からの申請、その他近年の多発する自然災害への対応分

も含めて、被災者生活再建支援金支給額を 45,759,678 千円と見込み、被災世

帯への迅速かつ適正な支給に努める。 

（東日本大震災分：17,078,850千円、熊本地震分：22,226,500千円、                               

台風第 10号災害分：2,000,000千円、その他災害分：4,454,328千円） 

 

２ 都道府県行政の円滑な運営と進展に資する活動を行う団体の支援事業 

（公益目的事業２） 

本事業は、都道府県行政の円滑な運営と進展に資するため、地方自治振興基

金（30 億円余）より生ずる運用益を原資として、都道府県知事の全国的連合

組織である全国知事会の活動を、助成金の交付により支援する事業である。 

平成 29 年度においては、地方行財政に関する事項を調査・研究する委員会

の活動や、先進政策バンクの運営を通じた各都道府県の先進政策事例の情報発

信等、当法人が目的とする地方自治の円滑な運営に寄与する事業に対し、助成

金の交付を行う。 

  なお、助成金は、全国知事会からの申請を受け、予算の範囲内で額を決定
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し、交付する。また、全国知事会の事業年度終了後速やかに、助成金の充当

実績のほか、事業報告書、収支報告書等の実績報告を受ける。 

 

３ 都道府県会館の管理運営事業（公益目的事業３及び収益事業１） 

 

本事業は、東京における都道府県の活動拠点として、都道府県会館の管理

運営を行う事業である。主な事業内容は以下のとおりとし、平成 29 年度に

おいても、入居者や利用者が会館施設を快適に利用できるよう、適切な管理

運営に努める。 

 

（１）事務所の提供（公益） 

当会館は、各都道府県東京事務所や全国知事会、全国都道府県議会議長会

の事務局、その他公益財団法人等に対し、事務所の提供を行っている。併せ

て都道府県に対しては、情報発信の場として共用部分のショーウィンドウや

地下連絡通路のポスター設置スペースを提供している。 

近隣の相場より低廉な価格で事務所を貸出すとともに、適切な執務環境を

整備し、各団体の連携や効率的な運営に貢献できるよう、当会館の維持管理

経費の一層の節減を図りながら、会館内の各種設備等の修繕工事等を適宜実

施していく。 

 

（２）入居団体への会議室の提供（公益） 

会館内にある大・中・小合わせて 11 の貸会議室について、会館の入居団

体に対し、近隣施設の会議室よりも低廉な価格で優先的に貸出すことによ

り、入居団体の東京における活動支援を行う。 

 

（３）外部への会議室の提供（収益） 

上記（２）の貸会議室について、会館の入居団体の利用がない時間帯につ

いては、広く一般に貸出しを行う。 
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（４）民間テナント業者への店舗貸付け（収益） 

会館内に民間テナント業者による郵便局、銀行 ATM コーナー、飲食店等を

設置し、概ね 800 人の会館入居者の他、会議室利用者、近隣住民及び近隣在

勤者の利便性向上を図る。 

 

（５）その他 

竣工から 18 年が経過した当会館の適切な管理運営のため、各種設備の更新

及び修繕を順次、実施する。 

平成 29 年度においては、外気処理空調機、照明制御設備端末器等の更新

工事所要額を 816,700千円と見込み、適宜実施することとする。 

 

４ 都道府県有財産の損害に対する相互救済事業（公益目的事業４） 

 

（１）建物共済事業 

本事業は、地方自治法第 263 条の２に基づき、県有財産等の火災、水災、

震災、その他の災害による損害を相互救済する共済事業である。 

全都道府県等から共済業務を受託し、災害に際して災害共済金及び災害見

舞金の支給を行っている。 

平成 29 年度においては、災害共済金の支給を 600,000 千円、災害見舞金

の支給を 800,000 千円と見込み、迅速かつ適正な支給に努める。 

また、平成 22 年度に実施したリスク調査以降の本事業を取り巻く環境の

変化を踏まえ、現在の支払準備資産について、再度その所要額が適正である

か検証するため２回目の調査を実施する。 

なお、本事業の遂行に必要な会議やシステム改修等の対策は、事業の進展

を踏まえ、その必要性と緊急性を考慮して、適宜実施するものとする。 

 

（２）機械損害共済事業 

本事業は、建物共済事業と同様、地方自治法第 263 条の２に基づき、県有

財産等の水力発電用機械の損害を相互救済する共済事業である。 

24 都道府県及び１市から共済業務を受託し、災害に際して災害共済金及び
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災害見舞金の支給を行っている。 

平成 29 年度においては、災害共済金の支給を 300,000 千円、災害見舞金

の支給を 1,000 千円と見込み、迅速かつ適正な支給に努める。 

また、建物共済事業同様、２回目のリスク調査を実施する。 

なお、本事業の遂行においても、必要な会議やシステム改修等の対策は、

事業の進展を踏まえ、その必要性と緊急性を考慮して適宜実施するものとす

る。 

 

 


